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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正負両極板がセパレータを介して巻回され、巻回芯部分が中空となっている電極体と、
導電性材料からなる有底円筒状体であり、前記電極体を収納する外装体と、導電性材料か
らなり、前記外装体の内底と前記電極体との電気接続を図るのに間に介挿される集電体と
を有する円筒型電池であって、
　前記電極体の巻回芯部分を巻回軸方向に延長した延長領域を想定し、この延長領域と前
記集電体との重畳領域を前記集電体の中央領域とし、前記集電体における前記中央領域を
除く領域を外縁領域とするとき、
　前記集電体は、前記外装体の内底に複数の箇所で接合され、
　前記複数の箇所は、その全てが前記外縁領域にのみ存在する
　ことを特徴とする円筒型電池。
【請求項２】
　前記集電体は、前記外縁部分に前記外装体の内底に向けた突起部が複数形成されており
、当該複数の突起部の先端領域が前記外装体の内底に接合されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の円筒型電池。
【請求項３】
　前記複数の突起部は、前記電極体の巻回軸中心から略等距離に配置されている
　ことを特徴とする請求項２に記載の円筒型電池。
【請求項４】
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　前記中央領域における前記集電体と外装体の内底との間には、絶縁体が介挿されている
　ことを特徴とする請求項１から３の何れかに記載の円筒型電池。
【請求項５】
　前記電極体と集電体とは、前記集電体において前記電極体の側に向けて形成された接合
部と前記正極板または負極板の端面とで接合されており、
　前記突起部は、前記電極体の径方向において、前記接合部と重畳しない位置に形成され
ている
　ことを特徴とする請求項２から４の何れかに記載の円筒型電池。
【請求項６】
　セパレータを介して正負両極板を対向配置し、この状態で巻回加工することで、巻回芯
部分が中空である電極体を形成する電極体形成ステップと、
　前記電極体における巻回軸方向の少なくとも一端面に、導電性材料からなる集電体を接
合する集電体接合ステップと、
　前記集電体が接合されてなる電極体を、前記集電体の側を内底に向けた状態で、導電性
材料からなる有底円筒状の外装体に収納する収納ステップと、
　前記集電体を外装体の内底に接合する接合ステップとを有し、
　電極体の巻回芯部分を巻回軸方向に延長した延長領域を想定し、この延長領域と前記集
電体との重畳領域を前記集電体の中央領域とし、前記集電体における前記中央領域を除く
領域を外縁領域とするとき、
　前記接合ステップにおいて、前記集電体は、前記外装体の内底に複数の箇所で接合され
、且つ、当該複数の箇所は、その全てが前記外縁領域にのみ位置する
　ことを特徴とする円筒型電池の製造方法。　
【請求項７】
　前記複数の突起部は、前記電極体の巻回軸中心から略等距離に配置されている
　ことを特徴とする請求項６に記載の円筒型電池の製造方法。
【請求項８】
　前記中央領域において、前記集電体と外装体の内底との間には、絶縁体が介挿されてい
る
　ことを特徴とする請求項６または７に記載の円筒型電池の製造方法。
【請求項９】
　前記接合ステップにおいては、抵抗溶接法を用いて、前記集電体と外装体の内底とを接
合する
　ことを特徴とする請求項６から８の何れかに記載の円筒型電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、円筒型電池およびその製造方法に関し、特に、集電体に関わる電池抵抗を低
減するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　円筒型電池は、従来からも種々のポータブル機器の電力源として用いられてきたが、近
年、ハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ；Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌ
ｅ）や電気自動車（Ｐｕｒｅ－Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ）の電力源としても開
発が進められている。円筒型電池は、正極板と負極板とがセパレータを介して巻回された
電極体を、有底円筒状の外装体に収納し、電解液を注入した後に、外装体の開口部に蓋体
を載置し、封口した構成を有する。外装体および蓋体と電極体との間は、薄い円板状をし
た集電体を介在させることで電気接合が図られている（特許文献１、特許文献２を参照）
。
【０００３】
　従来の円筒型電池に用いられている集電体の形状、および集電体と外装体との接続方法
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について、図７を用いて説明する。なお、以下では、缶底側に配される集電体に関し説明
する。
　図７（ａ）に示すように、集電体１４２は、略円形をした薄板であって、その中央部分
にコの字状の切り欠き１４２ｓが設けられ、これによって舌部１４２ａが形成されている
。また、集電体１４２の面上の略全域には、外装体１１０内において電極体１２０の側に
向けてバーリング加工部１４２ｗが形成されている。
【０００４】
　図７（ｂ）に示すように、外装体１１０に収納される電極体１２０には、両端面に集電
体が接合されている。この内、缶底側となる電極体１２０の下側端面に接合されるのが、
上述の集電体１４２である。このように両端面に集電体が接合された状態の電極体１２０
を外装体１１０に収納し、溶接用電極５０１を電極体１２０の巻回芯部分１２０ｈからそ
の先端が集電体１４２に当たるまで挿入する。
【０００５】
　外装体１１０の缶底に集電体１４２を接合するには、集電体１４２と外装体１１０との
間に隙間ができないように力Ｆを印加しながら、溶接用電極５０１に電流を流すことで、
集電体１４２における舌部１４２ａの下面と外装体１１０の内側面とが接合されることに
なる。
　ところで、図７のような集電体１４２を用いた場合には、集電体１４２と外装体１１０
の缶底との接合箇所が舌部１４２ａの１箇所となり、電気（電池）抵抗、接合強度などの
観点から問題を有する。また、図７に示す従来の電池では、集電体１４２と外装体１１０
との接合箇所が中央部の１箇所であることから、電池使用時において、電流集中による不
均一な反応を生じることになり、電池の寿命が短くなる。そこで、特許文献３には、集電
体における外装体との接合側面に複数の突起部を設け、この複数の突起部をもって外装体
との接合を図ることで上記問題を解決しようとしている。
【特許文献１】実開昭５７－０１４９６８号公報
【特許文献２】実開昭６１－１９４９５９号公報
【特許文献３】特開平０６－２７５２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献３の円筒型電池では、集電体に複数の突起を設け、この複
数の突起をもって外装体との接続を実施しているが、集電体における複数の突起が集電体
の中央領域に集中的に配置されているので、接合後における集電体と外装体との間の高い
電気抵抗、および電池使用時に電流集中による反応の不均一性を生じるという問題が残る
。よって、この特許文献３の円筒型電池では、電池性能が低く、また、電池寿命も短いと
いう問題点を有している。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決しようとなされたものであって、集電体と外装体との
間の低い電気抵抗、高い接合強度および電池使用時における反応の均一性を高く確保する
ことができる円筒型電池およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、次のような特徴を有する。
　（１）正負両極板がセパレータを介して巻回され、巻回芯部分が中空となっている電極
体と、導電性材料からなる有底円筒状体であり、電極体を収納する外装体と、導電性材料
からなり、外装体の内底と電極体との電気接続を図るのに間に介挿される集電体とを有す
る円筒型電池であって、電極体の巻回芯部分を巻回軸方向に延長した延長領域を想定し、
この延長領域と集電体との重畳領域を集電体の中央領域とし、集電体における中央領域を
除く領域を外縁領域とするとき、集電体は、外装体の内底に複数の箇所で接合され、且つ
、当該複数の箇所は、その全てが外縁領域にのみ存在することを特徴とする。
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【０００９】
　（２）上記（１）に係る円筒型電池であって、集電体は、外縁部分に外装体の内底に向
けた突起部が複数形成されており、当該複数の突起部の先端領域が前記外装体の内底に接
合されていることを特徴とする。
　（３）上記（２）に係る円筒型電池であって、複数の突起部は、電極体の巻回軸中心か
ら略等距離に配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　（４）上記（１）～（３）の何れかに係る円筒型電池であって、中央領域における集電
体と外装体の内底との間には、絶縁体が介挿されていることを特徴とする。
　（５）上記（２）～（４）の何れかに係る円筒型電池であって、電極体と集電体とは、
集電体において電極体の側に向けて形成された接合部と正極板または負極板の端面とで接
合されており、突起部は、前記電極体の径方向において、接合部と重畳しない位置に形成
されているることを特徴とする。
【００１１】
　（６）円筒型電池の製造方法であって、次のステップを有する。
　＊電極体形成ステップ；セパレータを介して正負両極板を対向配置し、この状態で巻回
加工することで、巻回芯部分が中空である電極体を形成する。
　＊集電体接合ステップ；電極体における巻回軸方向の少なくとも一端面に、導電性材料
からなる集電体を接合する。
【００１２】
　＊収納ステップ；集電体が接合されてなる電極体を、集電体の側を内底に向けた状態で
、導電性材料からなる有底円筒状の外装体に収納する。
　＊接合ステップ；集電体を外装体の内底に接合する。
　ここで、電極体の巻回芯部分を巻回軸方向に延長した延長領域を想定し、この延長領域
と集電体との重畳領域を集電体の中央領域とし、集電体における中央領域を除く領域を外
縁領域とするとき、接合ステップにおいて、集電体は、外装体の内底に複数の箇所で接合
され、且つ、当該複数の箇所は、その全てが外縁領域にのみ位置することを特徴とする。
【００１３】
　（７）上記（６）に係る円筒型電池の製造方法であって、複数の突起部は、電極体の巻
回軸中心から略等距離に配置されていることを特徴とする。
　（８）上記（６）または（７）に係る円筒型電池の製造方法であって、中央領域におい
て、集電体と外装体の内底との間には、絶縁体が介挿されていることを特徴とする。
　（９）上記（６）～（８）の何れかに係る円筒型電池の製造方法であって、接合ステッ
プにおいては、抵抗溶接法を用いて、集電体と外装体の内底とを接合することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る円筒型電池では、集電体と外装体の内底との間が、少なくとも外縁領域の
１箇所を含む複数の箇所で接合された状態となっていることので、集電体と外装体とが確
実に複数の箇所で接合されることになり、低い電気抵抗、高い接合強度、および電池使用
時における電流の分散による反応の高い均一性などの優位性を有している。このような本
発明の優位性について、上記特許文献３に係る円筒型電池との比較において、説明する。
【００１５】
　上記特許文献３の円筒型電池では、複数の突起が集電体の中央、即ち、集電体と外装体
との接合時において溶接用電極が当接される部分の直下およびその近傍領域に集中して設
けられている。このため、集電体と外装体とは、複数の突起によって接続されているもの
の、中央領域の狭い領域でしか接合されないことになる。このため、上記特許文献３の円
筒型電池では、集電体と外装体との間の電気抵抗が高く、また、接合箇所が中央領域に集
中して配されているので、電池使用時において、電極体の巻回芯部分に反応が集中するこ
とになり、電池寿命が短い。
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【００１６】
　これに対して、本発明に係る円筒型電池では、集電体と外装体とが、外縁領域の少なく
とも１箇所を含む複数の箇所で接合されているので、複数の箇所で確実に接合されること
になる。よって、集電体と外装体との間の低い電気抵抗が実現され、電池使用時における
電流集中が生じることもない。本発明に係る円筒型電池では、その使用時において、電流
の集中による反応の不均一を生じ難い。また、本発明に係る出円筒型電池では、集電体と
外装体とが複数の箇所で接合されることから、図７に示す従来の円筒型電池に比べて、そ
の間の高い接合強度も確保される。
【００１７】
　従って、本発明に係る円筒型電池は、集電体と外装体との間の高い接合強度および低い
電気抵抗、電池使用時における反応の高い均一性の確保がなされる。
　なお、本発明に係る円筒型電池においては、製造時に集電体と外装体との間に押さえつ
ける力を加えた場合にも、中央領域における集電体と外装体との間の間隙をより確実に確
保するために、この領域における集電体と外装体の内底との間に絶縁体を介挿させておく
ことが望ましい。
【００１８】
　また、本発明に係る円筒型電池においては、外縁領域に複数の接合箇所を設けておくこ
とが望ましいが、その場合には、外縁領域における複数の接合箇所が必ずしも個別に分か
れて存在している必要はない。例えば、接合箇所が一続きにリング状を呈していても、本
発明における円筒型電池の構成に含むものである。
　本発明に係る円筒型電池の製造方法は、電極体の巻回軸方向の端面に接合する集電体の
外縁領域に位置する少なくとも１箇所を含む複数の箇所を用いて集電体と外装体との接合
を実施するので、上述のように集電体と外装体との間の低い電気抵抗、高い溶接強度を実
現することができる。また、この方法を用いて製造された円筒型電池では、複数の接合箇
所の内、少なくとも１箇所が外縁領域に配置されているので、電池使用時において、電流
が中央領域に集中することがなく、電流分散による反応の均一性を高く維持し得る。
【００１９】
　従って、本発明に係る円筒型電池の製造方法では、集電体と外装体との間の高い接合強
度および低い電気抵抗、電池使用時における反応の高い均一性が確保された円筒型電池を
容易に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（実施の形態１）
　以下では、発明を実施するための最良の形態について、円筒型のニッケル－水素密閉二
次電池（以下では、単に「電池」という。）１を一例に、図面を参酌しながら説明する。
なお、以下で説明する電池１は、本発明の構成および作用・効果を説明するために一例と
して用いるものであって、本発明はこれに限定を受けるものではない。
（電池１の全体構成）
　本発明の実施の形態に係る電池１の構造について、図１を用いて説明する。
【００２１】
　図１に示すように、電池１は、渦巻状に成形された電極体２０がその上下端部に正負両
集電体４１、４２が接合された上で、有底筒状の外装体１０の内方に収納され構成されて
いる。そして、外装体１０における上方開口部は、封口蓋３０で封口された構造を有する
。また、電極体２０の外周面と外装体３０の内壁面との間には、電極体２０の巻き緩み等
を防止（結束）する目的でその外周面に被着されたフィルム体（不図示）が介挿されてい
る。
【００２２】
　図１に示すように、電池１を構成する要素の内、電極体２０は、正極板２１と負極板２
２とがセパレータ２３を間に挟んだ状態で対向配置され、この状態をもって渦巻状に巻回
成型され、巻回芯部分が中空となったものである。
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　電極体２０の構成要素の内、正極板２１は、例えば、パンチングメタルからなる芯体の
表面にニッケル焼結多孔体を形成した後、このニッケル焼結多孔体の内方に化学含浸法を
もって水酸化ニッケルを主体とする活物質を充填して作製されたものである。また、負極
板２２は、例えば、パンチングメタルを芯体とし、この芯体表面に水素吸蔵合金からなる
ペースト状活物質を充填し、乾燥させた後に、所定の厚みとなるまで圧延することで作製
されるものである。
【００２３】
　正負両集電体４１、４２は、薄肉の金属製円板を主構成とするものであって、封口蓋３
０の電極部と正極板２１、外装体１０の缶底部分１０Ｂと負極板２２とのそれぞれの間の
良好な電気接合を図るものである。
　外装体１０は、金属材料からなる有底円筒状体であり、その内径は、電極体２０の外径
と略同等に設定されている。外装体１０の缶底部分１０Ｂの径方向中央部分においては、
外装体１０と負極集電体４２との間に絶縁部材５０が介挿されている。
【００２４】
　封口蓋３０は、上述のように、外装体１０の開口部に載置され、間にガスケットを介挿
した状態で縁部分がカシメ加工が施されている。封口蓋３０には、電池内圧の上昇時にお
けるガス抜き機構が備えられているが、これについては公知のものであるので、ここでの
説明は省略する。
　なお、外装体１０の内方には、電極体２０、正負両集電体４１、４２および絶縁部材５
０の他に、例えば、３０（ｍａｓｓ％）水酸化カリウム水溶液からなる電解液が注入され
ている（不図示）。
（缶底部分１０Ｂにおける電池１の詳細構造）
　次に、電池１の構成の内、本実施の形態の最も特徴的な部分である缶底部分１０Ｂの周
辺の構造について、図２を用いて説明する。
【００２５】
　図２に示すように、外装体１０の内方に収納される電極体２０には、上述のように巻回
芯部分２０ｈが中空となっている。この巻回芯部分２０ｈを臨む電極体２０の内壁面２０
ａには、セパレータ２３が配置されている。そして、電極体２０の負極板２２は、その芯
体２２ａがＺ方向下側に延出された状態となっており、この芯体２２ａの端面で負極集電
体４２との接合が図られている。具体的には、負極集電体４２にはＺ方向上方に向けてバ
ーリング加工部４２ｗが複数形成されている。このバーリング加工部４２ｗは、負極板２
２との接合部として設けられているものであって、負極板２２における芯体２２ａの端面
にその一部が接合されている。ここで、負極集電体４２は、ＮｉメッキＳＰＣＥなどの導
電材料から構成されている。
【００２６】
　また、上述のように、負極集電体４２と外装体１０との間には、絶縁部材５０が介挿さ
れているが、この絶縁部材５０のＸ方向における設置領域は、次の通りである。
　電極体２０に負極集電体４２を接合した状態において、巻回芯部分２０ｈを巻回方向（
Ｚ方向）に延長した領域を想定し、この延長した領域と負極集電体４２との重畳する領域
を負極集電体４２における中央領域４２ａと仮定するとき、絶縁部材５０は、負極集電体
４２の缶底側（Ｚ方向下側）であって、中央領域４２ａよりもやや径方向に大きいサイズ
に設定されている。
【００２７】
　また、負極集電体４２における上記中央領域を除いた領域を外縁領域４２ｂとするとき
、負極集電体４２は、この外縁領域４２ｂに複数設けられた突起（プロジェクション）部
４２ｐの先端部分およびその近傍部分で外装体１０に接合されている。なお、突起部４２
ｐにおけるＺ方向高さは、絶縁部材５０のＺ方向寸法（厚み）よりもやや大きい寸法に設
定されている。
【００２８】
　なお、負極集電体４２における突起部４２ｐの形成数については、２以上であればよい
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が、本実施の形態では、一例として４箇所としている。
（電池１の優位性）
　以上のように、電池１では、外装体１０の缶底に収納された負極集電体４２が、その外
縁部分４２ｂに形成された複数の突起部４２ｐで外装体１０と接合されており、集電体１
４２が舌部１４２ａだけで外装体１１０に接合されている上記図７の従来電池よりも、そ
の接合強度の面で優れる。また、本実施の形態に係る電池１では、外縁領域４２ｂに存在
する複数の突起部４２ｐをもって負極集電体４２と外装体１０とが接合されているので、
その間での低い電気抵抗が実現されるとともに、電池使用時において、導電経路の分散に
より反応の均一性が向上される。
【００２９】
　なお、上記特許文献３の電池については、複数の突起部を集電体に形成しているものの
、上述のように、複数の突起部が集電体の中央領域に集中して配置されているので、電池
抵抗が高く、また、電池使用時において、電流の集中による反応の不均一を生じる。よっ
て、本実施の形態に係る電池１は、上記特許文献３に係る電池に対しても上記優位性を有
する。
（電池１の製造方法）
　電池１の製造方法について、図３～５を用いて説明する。
【００３０】
　１．電極体２０への正負両集電体４１、４２の接合
　図３に示すように、渦巻状の巻回成形された電極体２０に対し、その上端面に正極集電
体４１を接合し、下端面に負極集電体４２を接合する。本実施の形態においては、抵抗溶
接法を用いて、電極体２０の端面に各集電板４１、４２を接合する。なお、この接合に際
しては、抵抗溶接法の他に、レーザビーム溶接法、電子ビーム溶接法なども用いることが
でき、その場合には、バーリング加工部４２ｗの形成は不要となる。
【００３１】
　負極集電体４２における電極体２０への接合面とは反対側の主面には、絶縁部材５０を
接合する。
　電極体２０は、正極板２１と負極板２２とを間にセパレータ２３を挟んだ状態で対向配
置し、巻回加工して形成されたものであって、その巻回芯部分２０ｈが中空となっている
。そして、電極体２０の図３上方からは正極板２１の端部が露出しており、また、下方か
らは負極板２２の端部が露出している。
【００３２】
　正極集電体４１は、円形の板体に楕円断面を有するパイプ状接続体４１ａが接続され形
成されている。正極集電体４１における板体には、図３の下向き、即ち、電極体２０の方
に向けて形成されたバーリング加工部４１ｗが複数形成されている。また、パイプ状接続
体４１ａには、電極体２０の巻回芯部分２０ｈと同径あるいは少し大きめの孔４１ｈが形
成されており、これに続く孔は、板体にも形成されている（不図示）。
【００３３】
　図４（ａ）に示すように、負極集電体４２には、複数のバーリング加工部４２ｗと４箇
所の突起部４２ｐとが形成されている。図４（ｂ）に示すように、複数のバーリング加工
部４２ｗは、負極集電体４２の主面が電極体２０の側に打ち抜きされ、バリ状に突出した
端縁４２ｗ２によって打ち抜き開口部４２ｗ１を取り囲むように形成されたものである。
　また、図４（ａ）に示すように、４箇所の突起部４２ｐは、負極集電体４２の外縁領域
４２ｂに形成されており、電極体２０の巻回軸を中心とする同一円周上に配されている。
そして、図４（ｃ）に示すように、突起部４２ｐは、負極集電体４２が外装体１０の缶底
部分１０Ｂに向けて張り出し加工され形成されたものである。なお、突起部４２ｐの形成
については、複数であれば必ずしも４箇所である必要はないが、集電の均一性を確保する
という観点から、その位置を外縁部分４２ｂとすることが望ましく、電極体２０の巻回軸
から等距離にすることが望ましい。
【００３４】
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　絶縁部材５０は、負極集電体４２における中央領域４２ａよりも若干大きいサイズに設
定されており、電極体２０が接合された主面の裏面において、中央領域４２ａ全体を覆う
ように接合される。絶縁部材５０には、電解液に対して化学的に安定した材料を用いるこ
とが必要となり、例えば、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ＰＴＦＥ（
ポリテトラフルオロエチレン）などの有機材料や、アルミナ等のセラミクス材料を用いる
ことが可能である。
【００３５】
　なお、絶縁部材５０については、その厚みを負極集電体４２の突起部４２ｐの高さより
も小さなものとしておく必要がある。
　このようにして、電極体２０への集電体４１、４２の接合が完了する。
２．負極集電体４２と外装体１０の缶底部分１０Ｂとの接合
　次に、電極体２０に接合された負極集電体４２と外装体１０との接合方法について、図
５を用いて説明する。
【００３６】
　図５（ａ）に示すように、有底円筒状の外装体２０の内方に集電体４１、４２および絶
縁部材５０が接合された電極体２０を収納する。このとき、絶縁部材５０と外装体１０の
缶底部分１０Ｂの内底面との間には隙間を有しており、缶底部分１０Ｂの内底面には、負
極集電体４２の突起部４２ｐの先端部分が接した状態となっている。
　電極体２０の収納後に、電極体２０の巻回芯部分２０ｈを通して溶接用電極５０１を挿
入し、その一端を負極集電体４２における中央領域４２ａに接触させる。そして、溶接用
電極５０１の侵入方向において、外装体１０と溶接用電極５０１との間に所要の加圧力Ｆ

1をかける。そして、加圧状態を維持したまま、溶接電流Ｉ0を一定時間流すことによって
、負極集電体４２の突起部４２ｐの先端およびその周辺部分が外装体１０の缶底部分１０
Ｂに溶接される。ここで、溶接用電極５０１の加圧時においては、同時に加圧部材（例え
ば、ゴムなどの弾性部材）で正極集電体４１の外側主面を缶底部分１０Ｂの側に向かって
加圧力Ｆ2をかける。これは、負極集電体４２と外装体１０の缶底部分１０Ｂの内底とが
より確実に密着するようにするためのものである。ここで、加圧力Ｆ1と加圧力Ｆ2とは、
必ずしも同一である必要はない。
【００３７】
　溶接条件は、例えば、次に示す通りである。
　ＳＱＤ（加圧状態で通電開始までの時間）：１００（ｍｓｅｃ．）
　ＷＥ（通電時間）：８（ｍｓｅｃ．）
　ＵＰ　ＳＬＯＰＥ（電流値立ち上がりまでの時間）：４（ｍｓｅｃ．）
　ＨＥＡＴ（通電電流）：１２（ｋＡ）
　このように溶接電流Ｉ0を溶接用電極５０１から流したとき、負極集電体４２における
電流は、図５（ａ）に示すように、４つ設けられた突起部４２ｐに分岐され、各突起部４
２ｐと外装体１０の缶底部分１０Ｂとの間には、電流Ｉ1が各々流れることになる。そし
て、負極集電体４２における溶接用電極５０１の先端部分が接触した部分の裏面と、外装
体１０の底面部分１０Ｂの内底面との間には、絶縁部材５０が介挿されているので、加圧
力Ｆ1をかけて溶接を実行した際にも、負極集電体４２の中央領域４２ａ（図２参照。）
で溶接電流Ｉ0が流れることはない。
【００３８】
　以上のようにして、外装体１０と負極集電体４２との接合が完了する。なお、図示はし
ていないが、この後に外装体１０の内方に所要量の電解液を注入し、封口蓋３０をもって
外装体１０の開口部分を封口して、電池１が完成する。
（変形例）
　次に、変形例に係る電池について、上記実施の形態に係る電池１との差異部分を中心に
、図５（ｂ）を用いて説明する。
【００３９】
　図５（ｂ）に示すように、本変形例に係る電池では、上記実施の形態に係る電池１と異
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なり、負極集電体４２と外装体１０との間に絶縁距離が設けられているものの、その間に
絶縁部材が介挿されていない。即ち、変形例に係る電池の製造過程においては、負極集電
体４２と外装体１０との接合時に溶接用電極５０１で負極集電体４２の中央領域Ｃを加圧
力Ｆをかけた際に、中央領域Ｃで負極集電体４２と外装体１０との間で溶接電流Ｉ0のリ
ークを生ずる確率が上記電池１の場合よりも高くなる。
【００４０】
　しかし、変形例に係る電池においても、図７に示すような従来構成の電池や上記特許文
献３に係る電池に比べて、負極集電体４２と外装体１０との間の溶接強度および電気抵抗
の両観点から優れている。即ち、本変形例に係る電池の製造過程においても、加圧力Ｆ1

、Ｆ2および他の溶接条件の適正化によって、中央領域Ｃにおける溶接電流Ｉ0のリークを
防ぐことは可能であり、溶接電流Ｉ0を各突起部４２ｐに分散させることができる。これ
によって、上記実施の形態に係る電池１と同様の効果を得ることができる。
【００４１】
　また、本変形例に係る電池では、絶縁部材を省略する分だけ、その材料費および工数な
どの面で上記実施の形態に係る電池１よりもコスト面で優位である。
　なお、本変形例では、負極集電体４２の外縁領域に複数の突起部４２ｐを配置すること
としたが、突起部４２ｐの配置については、必ずしもその全てが外縁領域である必要はな
い。突起部４２ｐは、複数存在し、且つ、その内の少なくとも１つが外縁領域に存在すれ
ばよい。
（優位性を確認するための実験）
　以下では、上述のような優位性を確認するために実施した実験について説明する。本実
験においては、以下に示すような各構成の実施例１、２および比較例の各電池を、各々１
０セルづつ作製し、評価した。
（実施例１）
　実施例１に係る電池の構成は、上記実施の形態に係る電池１と同様である。そして、実
施例１に係る電池の構成のために用いた部材は次の通りである。
【００４２】
　負極集電体；ＮｉメッキＳＰＣＥ（ｔ＝０．４ｍｍ）
　　　　　　　バーリング高さ：０．６ｍｍ
　　　　　　　突起部高さ：０．４ｍｍ
　絶縁部材；ＰＰテープ（ｔ＝０．０４ｍｍ）
　電解液；３０（ｍａｓｓ％）の水酸化カリウム水溶液
　　　　　注入量：１２（ｍｌ）
　負極集電体と外装体との溶接条件についても、上記実施の形態と同様である。
（実施例２）
　実施例２に係る電池の構成は、上記実施例１の電池と、絶縁部材を有していない点だけ
が相違する。それ以外の構成に変更はない。
（比較例）
　比較例に係る電池の構成は、図７に示す従来の電池の構成と同様であって、負極集電体
に突起部の形成がなく、中央領域に舌部を有したものである。
【００４３】
　なお、負極集電体と外装体との溶接条件については、次に示す通りとした。
　ＳＱＤ（加圧状態で通電開始までの時間）：１００（ｍｓｅｃ．）
　ＷＥ（通電時間）：８（ｍｓｅｃ．）
　ＵＰ　ＳＬＯＰＥ（電流値立ち上がりまでの時間）：４（ｍｓｅｃ．）
　ＨＥＡＴ（通電電流）：１０（ｋＡ）
（評価方法）
　まず、上記実施例１、２および比較例に係る各電池に対して、１２００（ｍＡｈ）で６
（ｈｒ．）充電し、続いて、同電流値をもって終止電圧０．８（Ｖ）まで放電させるとい
う充放電サイクルを、２５（℃）の雰囲気温度下で１０回繰り返した。
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【００４４】
　次に、図６に示すように、実施例１、２および比較例に係る各電池について、外装体の
側壁における缶底近傍部分に窓部１０ｈを設け、負極集電体および外装体の各々に電圧測
定用のリード５１１、５１２を取り付けた。この後に、各電池に対し、３（Ａｈ）、若し
くは、６（Ａ）で３０（ｍｉｎ．）の充電を実施し、各電池に対して、次のような条件で
充放電を繰り返した。
【００４５】
　充放電条件；４０（Ａ）放電⇒４０（Ａ）充電⇒８０（Ａ）放電⇒８０（Ａ）充電⇒１
２０（Ａ）放電⇒１２０（Ａ）充電⇒１６０（Ａ）放電⇒１６０（Ａ）充電
　なお、各ステップの間には、１０（ｍｉｎ．）の休止期間を設け、各放電ステップ実施
後の１０（ｍｉｎ．）休止後において、１０（ｓｅｃ．）間づつ放電を行い、この１０（
ｓｅｃ．）経過時点における各電圧値を上記リード５１１、５１２を介して測定した。そ
して、この値を各電池毎にプロットし、その傾きより電池抵抗を求め、各構成の電池につ
いての平均値を表１に示す。
【００４６】
【表１】

　表１に示すように、比較例に係る電池の電池抵抗が平均で０．２８（ｍΩ）であったの
に対して、実施例１、２の電池では、それぞれ０．１０、０．１４（ｍΩ）となった。こ
れように、比較例に係る電池で電池抵抗が大きなものとなったのは、図７に示すように、
負極集電体と外装体との接続ポイントが１箇所であるためと考えられる。これに対して、
実施例１、２の電池の電池抵抗を比較例の電池に比べて１／２～１／３に低減できたのは
、負極集電体と外装体との接続ポイントが４箇所であるためと考えられる。
【００４７】
　また、実施例１と実施例２とを比較するとき、電池抵抗のＭｉｎ．値が互いに０．０８
（ｍΩ）で同一であったのに対して、Ｍａｘ．値が実施例１のものが０．１０（ｍΩ）、
実施例２のものが０．１８（ｍΩ）と差異を生じた。これは、実施例２の電池が絶縁部材
としてのＰＰテープを備えていないことから、負極集電体と外装体との溶接時における溶
接状態にバラツキを生じたことに起因するものと考えられる。即ち、溶接時において、負
極集電体の中央領域で外装体と接触する確率が高くなったためであると考えられる。
【００４８】
　以上の結果より、上記実施の形態に係る電池１および変形例に係る電池の優位性が確認
された。
（その他の事項）
　なお、上記実施の形態および変形例については、本発明の一例を示すものであって、本
発明がこれらに限定を受けるものではない。例えば、上記実施の形態および変形例におい
ては、電池種類としてＮｉ－ＭＨ電池を一例としたが、円筒形の外観を有し、渦巻状電極
体および集電体を備えるような電池であれば、本発明を適用することができる。具体的に
は、Ｎｉ－Ｃｄ電池やＬｉ電池などにも適用することができる。
【００４９】
　また、上記実施の形態および変形例に係る電池では、外装体１０の缶底側に負極集電体
が配される構成を採っているので、負極集電体４２に複数の突起部４２ｐを形成すること
としたが、同位置に正極集電体が配される場合には、正極集電体に突起部４２ｐを設ける
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ようにすればよい。
　本発明は、突起部４２ｐの形成個数およびその形成位置についても、複数の箇所（リン
グ状に連続したものも含む。）上記実施の形態および変形例に限定を受けるものではない
。ただし、集電体４２と外装体１０との溶接時における高い溶接性を確保するためには、
集電体４２における中央領域４２ａの中心から同距離に複数の突起部４２ｐを設けるよう
にすることが望ましい。
【００５０】
　また、集電体４２の形状については、上記実施の形態では略円板形状としたが、多角形
状や十字形状とすることもできる。
　また、外装体１０には密封性が要求されるのに対して集電体４２には密封性が要求され
ることはないので、集電体４２の側に突起部４２ｐを設けるようにすることが望ましいが
、逆に外装体１０の缶底部分１０Ｂの内底面の側に突起部を設ける構成としても、上記同
様の効果を得ることができる。
【００５１】
　また、集電体４２における各接合部分の周辺に、例えば、コの字状の切り欠きを設ける
ことにしても良い。
　さらに、本発明は、上記電池１のように渦巻状の電極体２０と集電体４２とを備えるよ
うな構成の場合には、一次電池に対しても適用が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、ＨＥＶなどのように大電流出力を要するような用途においても高い発電効率
が求められるような円筒型電池を実現するのに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】実施の形態に係る円筒型電池１を示す斜視図（一部断面図）である。
【図２】円筒型電池１における外装体１０の底部分の詳細構成を示す断面図である。
【図３】円筒型電池１に内蔵される電極体２０と集電体４１、４２との位置関係を示す展
開斜視図である。
【図４】負極集電体４２の構成を示す平面図（ａ）、および詳細断面図（ｂ）、（ｃ）で
ある。
【図５】負極集電体４２と外装体との接合ステップを示す模式断面図である。
【図６】確認実験において電位差計測のために施したリード５１１、５１２の接続形態を
示す模式断面図である。
【図７】従来の円筒型電池に用いられてきた負極集電体１４２の平面図（ａ）と、負極集
電体１４２と外装体１１０との接続ステップを示す模式断面図（ｂ）である。
【符号の説明】
【００５４】
　　１．円筒型電池
　１０．外装体
　２０．渦巻電極体
　２１．正極板
　２２．負極板
　２３．セパレータ
　３０．封口蓋
　４１．正極集電体
　４２．負極集電体
　５０．絶縁部材
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